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日本における社会政策史の長年の歩みを近代から振り返ろうとする場合，ひとつの重要な起

点として， 1896（明29)年に金井延が中心になって設立された社会政策学会に注目しなければ

ならないのは，いうまでもないだろう。そして，この社会政策学会が1907（明40)年から研究

大会を開催し，それが1920年代初めまで続いたことも， これまたよく知られている1)。当大会

で取扱われたテーマは実に多岐にわたっており，このことは当時の日本において一連の社会問

題がいかに激化しつつあったかを，如実に反映しているといえよう。その意味で，20世紀初頭

期は日本の近代化と社会政策の係わりが真正面から論じられた，画期的時代を形成したのであ

る。

ところで，第一次大戦を契機とする社会経済状況の大きな変化は，新たな社会問題を噴出さ

せた。とくに，当時の大都市においては，細民の住宅，公衆術生等をはじめとする多くの生活

問題が生み出され，さまざまな形での対応策を喚起した。かかる状況のもと，国家レペル， と

りわけ内務省においては，都市計画や住宅問題への緊急の取組みが，不可欠の「社会政策」と

して認識され，実際に精力的な活動が展開されていった2)。一方， いくつかの大都市レベルに

（キー・ワーズ〕

社会政策，社会事業，社会保障，労慟力， 日本資本主義論争

＊本稿は， 1988年における日本資本主義論争研究会（大阪市大） と比較労使閲係研究会（京大）での報

告に基づき執筆されたものである。参加された方々のコメントに，記して謝意を表したい。

1) 大会の記録は，復刻版が刊行されている。「社会政策学会史料集成」（全13巻・別巻1,御茶の水書

房，1977-8年）をみられたい。大会では，労働問題をはじめ， 「移民問題」． 「市営事業」．「生計賀

問題」等，多様なテーマが採り上げられた。

2) 1920（大正9)年に内務省社会局が設置されたのは，かかる大きな転換期を背殻としてのことであ

った。
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おいても，急激に膨脹する下靡社会への関心が著しく高くなり，問題解決に向けて〈都市〉社

会政策としての 「社会事業」が積極的に推進されていったのは，

日本の社会政策は理論的にも実践的にも，世紀転換期あたりから1920年代頃にか

けて大きく開花していった。それは国家レベルのみならず，地方や大都市レペルでの実行をも

丁度この頃である3)0 

こうして，

巻き込んだ全国的なものであること， しかも対象，範囲が極めて広範囲にわたっており，社会

政策＝社会 • 生活問題という形での把握を十分可能にする様相を呈 したのである。

当時森本厚吉が社会政策について，次のよう に位置づけたのは非常に興味この点に関して，

深い。森本はいう。 「而して文化開発的機能の内，今日最も重要なるは，所謂社会政策の実行

である。富の分配が正当に行はれて居ない為めに，又社会及経済制度が不備であるが為めに，

国家の義務である。而して社会政策的施

公設市場，施療院， I]、兒預所，公設蓮

査民部落在奎事業，等である」°。

中産者以下のものが受けねばならぬ不当なる経済的圧迫は社会政策の実行によりて幾分軽減さ

れ得るのである。自ら生計を営む事の出来ない国民を扶助する事，一般に国民の窮乏を予防し

又奢1多を防止する為めに適当なる処置をとる事等は，

設の重なるものは，公設住宅，職業紹介所，公設査慶

動均，公設浴場，社会的合所，貧民小学兒齋丘中食給与，

みられるように，

そのために雇用 • 生活 ・ 消費等に係わる領域での包括的な方策が強 く 求めら

れたのであった。もちろん，森本の指摘が社会政策のすべてをカヴァーしているのでは決して

りも必要であり，

一定以下の階陪の生活不安を取除くためには，

ない。にもかかわらず， ここで言及されたものは，社会的にみて非常に重要なニーズを形成し

ていたのである。森本の主張は，十分的を射ていた。

しかし， 1920年代も後半に入ると，

ともに，

ことは，

はなかった。むしろ，

起されはじめられたことに，

つの契機として，以下にみる 「大河内理論」が形成され，

「社会政策の実行」が何よ

国内的かつ国際的に経済的危機が極度に高まり，それと

わが国では社会政策を一種の危険思想とみる社会的雰囲気が一部で醸成されていった

その後の日本の社会政策を大きく転回させることにつながっていく。否，それだけで

そうした状況に符合するかのごとく ，社会政策に関する新しい理論が提

ヨリ注目すぺきであろう。いわゆる「日本賓本主義論争」をひと

それが以後のわが国における社会政

策研究に著しい影響を与えていったことは， 日本の社会政策史を20世紀前半期でみるうえで，

学説史的には決定的に重要であるといえるからである。いいかえれば，主に1930年代から1950

年代に至るまで，大河内理論はわが国の社会政策の領域において，多大な痕跡を残した。それ

主要大都市のうち，東京については，中川消 『日本の都市下層』， 勁草書房， 1985年，．また大阪に

ついては， 杉原薫 ・玉井金五編『大正／大阪／スラムーーもうひとつの日本近代史』，新評論， 1986

年，を参照されたい。

4) 森本厚吉『生活経済の新能率』，経済社出版部，1920年， 42ページ。傍点ー引用者。森本の生涯や

活動については，原田勝弘「森本厚吉ー一生活改善通動の使徒」 （生活研究同人会網著『近代日本の

生活研究』，光生館，．1982年，所収），寺出浩司「森本厚吉と文化普及会」（川添登 ・山岡毅典編著『日

本の企業家と社会文化亭業』，東洋経済新報社， 1987年，所収）等を参考にされたい。

3) 

は，世紀初頭期に次ぐ，第二の社会政策の時代を築き上げたといっても過言ではないのであ

る”。

近年において， 日本の経済発展史や日本資本主義史を長期的かつグローバルなバースペクテ

ィプで見直そうという気運がますます強まりつつある。そうした折，

政策の役割に関しても，

日本近代化に果した社会

かかる視点から再検討を加えておくべき必要があるのはいうまでもな

い6)。したがって，以下ではそのための手掛りとして， 第二の社会政策の時代を代表する大河

内理論形成の足跡を1930年代あたりから追究していこう。その作業こそ，第一の時代の意義を

再度見直すことにつながるからである。そのさい， 日本資本主義論争との係わり，社会事業の

位置づけ， 戦後の社会政策本質論争への展望といった論点を中心に，考察を加えていきたい。

II 
契機としての日本資本主義論争

周知のように， 1920年代末近くから開始された「日本資本主義論争」が，当時の日本の学界

に与えたイ ソパクトは極めて大きなものがあった。それは， 日本資本主義の位相をめぐって，

実に興味深い係争点を数多く提起したといってよい”。

では， 大河内氏にとって， 日本査本主義論争との接点はどこに見出せるのだろうか。この点，

まず氏の回想記 『社会政策4~—追憶と意見』のなかから，いくつか捨い出 してみよう 8)0 

とく に，当時の見解を代表した講座派と労農派について，次のように述べている。 「……講座

派的な著作はまさにその方法の上に共通に立っているのに対して，労農派的な理解の仕方とい

われるものは，厳密な意味の弁証法的理解とは違うロジックの上に立っている，

もっていた。そういう意味ではむしろ講座派的理解こそ，

本の理解にとっては正しいのではないか，

と思う」9)。これから明らかなように当時の大河内氏は講座派的理解に賛意を表していたのが

わかる。

そして，氏にとってのマルクス主義の影怨はそうした講座派から受けたことも，次の主張か

ら読みとれる。大河内氏はいう。 「そういう意味では，

ようなものは辿れないのですが，昭和5,

その方法的思考ないし発想の方が日

そういうのが当時私をとりまいていた雰囲気だった

とくに個人的なつながりの影響という

6年から10年ぐらいまでの時代，

という印象を

つまり私が割合い

大河内理論を形造る主要著作は，戦前に出尽したといってよいだろう。『独逸社会政策思想史』 （上

・下）， 1936年，をはじめ， 『社会政策の甚本問題』， 『戦時社会政策論』， ともに1940年，等はその代

表的なものである。これらは， 『大河内一男著作集』，青林告院新社， 1968-9年， として復刻された。

6) この点に関する方法的試論として， 拙稿「社会政策の日英比較再考」，『経済学雑誌』 87巻別冊(Il),

1986年，を参照されたい。

7) さしあたり，長岡新吉『日本資本主義論争の群像』， ミネルヴァ書房， 1984年，をみよ。

8) 大河内氏の研究歴については， 本書の他に，大河内一男『暗い谷問の自伝』， 中公新書， 1979年，

大河内演習同窓会編『戦前戦後—大河内油習の25年』，東大出版会， 1979年，等が参考に なる。

9) 大河内一男『社会政策40年ー一迫滋と意見』，東大出版会， 1970年，84-5ページ。

5) 
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に若かった頃に受けたマルクス主義の深い影聾は，やはり『講座派』によってもたらされたも

のではないか，そんな風に考えています」10)。

かかる講座派的見解は，大河内氏の日本資本主義をみる眼，ひいては分析方法に受け継がれ

ていくが，上述の講座派的見解には以下のような問題点が潜むと説く。少し長いが，重要なの

で引用しておこう。 「…・・・『講座派』 の場合にも，型としての『日本資本主義』，そのそれぞ

れのアスペクトは分析されているのですが，それならこの特殊日本的な『半封建的』な資本主

義の型は何故『近代化』することができないのか，なぜそこにはただ型の崩壊だけしかないの

か，ということになると，日本資本主義の変革ないし崩壊の政治論はあってもその発展や近代

化の論理は容易に出てこない。そこで或る朝， 日本賓本主義が崩壊する， というのでないとす

ると， 日本狩本主義はどうなるのか，その『半封建的』といわれているものを払拭することや

『近代化』するための『政策』は何なのか，それが全く判らないことになります」11)。

ここでと くに注意すぺきことは，講座派的見解からは容易に「近代化」論は出てこないとい

う指摘であろう。これを貨労働についてみれば，その近代的形態の創出は閉ざされてしまうと

している。それが「型」論の欠陥だという こと を大河内氏自身十分知悉していたとの言及があ

るが，氏の場合，それだからこそ社会政策による「近代的労慟力の創出」ということが，密接

な係わりをもって論じられなければならなかった。したがって，社会政策の対象が大河内氏に

よって 「労働力」へ強力に収倣させられていった背景には， 日本における近代的な貨労働をい

かに生み出すかという点に，氏自身強く政策的関心をもたざるをえない事情があったことを確

認しておく必要があろう。

さて，以上の視点は，次第に大河内氏の社会政策論に結実していく。氏は，比較的早い時期

から，当時の社会政策論に疑問を抱いていたようで，それは次のように端的に表明されている。

「社会政策論の一つの伝統的な系諮としては，社会政策を道義的な性格のものと解釈する，あ

るいは倫理主義とか理想主義というような立場に立って，社会政策を資本主義的な経済体制を

修正してゆくもの，それを上がら， 国家の手を通して『修正』していくものだと考えたり，労

使11:lJの協調を実現するための政策だと考えたり，さらに第一次大戦後は，汽本主義を乗り超え，

克服変革していくものだという風に解釈をするのが， これまでの社会政策論の伝統のようなも

のだったのですが，私はそれにははなはだしく疑問をもっていました」121。これは， まさに19

世紀後半，とりわけ大不況期といわれた時期から20世紀のワイマール期にかけてのドイツ社会

政策思想において，顕著にみられた現象であろう 13)0 

一方，次のような見方にも大河内氏は批判を加えた。 「もう一つは，河合先生なり，あるい

10) 大河内，同上書， 80ページ。

11) 大河内，同上害， 81-2ページ。

12) 大河内．同上告，62ページ。傍点ー原著者。

13) この過程を学説史的に追究したのが，上述した 『独逸社会政策思想史』に他ならない。
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はその先輩だった人たち，たとえば東京商科大学の福田徳三博士などが代表していた考え方で，

社会政策というものは資本主義のなかにあるが，資本主義的なものを打ち破っていく一つのテ

コになるものだという解釈が，割合に第一次大戦後の一ーヨ ーロッパでも日本でも一一人びと

の興味をそそった考え方であったと思う」u )。いうまでもなく ， これらは社会政策を体制変革

との係わりで論じようとしたものであった。

かくして，このような社会政策解釈に代わる，大河内氏自身の見解は，次の指摘において鮮

明となる。 「ところが，こうした二通りの社会政策解釈の伝統を批判する手がかりとして，私

は社会政策のいちばん端初的であり且つまた基底的である工場立法＝労働保誰法を， 日本の資

料を使いながらやっておきたい，そう考えました。前々から丹念に読んでおりました『資本

論』第一巻 とくにイギリスの工場法に関するマルクスの数多くのコメソトのなかに，あちら

こちら分散しておりますけれども，従来とは全く違う工場立法というものの考え方が非常にあ

ざやかに出ているのを私はたいへん典味深く感じておりました」15)。ここで，「社会政策のいち

ばん端初的であり且つまた基底的であるエ湯立法＝労働保護法」という指摘に注目されたい。

つまり，社会政策の起点が「工場立法＝労慟保設法」として定誼されたことは，まさしく大河

内理論の胎動を告げるものであった。

大河内氏はいう。 「いずれにせよ，私は，社会政策というものを人道主義や道義論から切り

はなしたかったのですし，また社会政策を階級協調の手段だとか，資本主義を克服する革新的

な性格のものだとかーーハイマン先生の立場はこれでしたが一ーそうした政治論には我慢がな

らなかったのです。つまり，私は，社会政策というものを，何とかして，資本制経済の内的必

然性として，とくに生産要素としての人問『労働力』について総体としての資本が行なう合理

的手段の体系にほかならない，と考えようとしたのでした」16)。 ここまでくれば， 大河内氏の

社会政策解釈は，極めて明確な形で提示されたといえるであろう。すなわち，それまでの道義

論や政治論に代わる，社会政策の「経済理論」の構築こそ，氏が究極的に意図したものであっ

たのである。

この場合，すでにみたように日本資本主義論争を契機とする特殊性認識が重要な出発点をな

したこと，そしてそこから日本でいかに近代的労働力を創出していくかという政策課題が導き

出されたこと等は，大河内氏の社会政策論形成にあまりにも深く係わったこと，改めて指摘す

るまでもないだろう。労働立法を起点に，保険立法，解放立法と続く社会政策展開の基本線が

論理化され，それがあたかもヨーロッバ先進諸国で， とくに起点はイギリス資本主義で最も妥

当するかのように主張されていく過程こそ，大河内理論の体系化に他ならなかった17)。社会政

14) 大河内 『社会政策40年』， 62ページ。

15) 大河内，同上書， 63ページ。

16) 大河内，同上書， 64ページ。ハイマソと大河内について，足立氏は興味深い小論を害いている。足

立正樹 「壮大な叙事詩ーーハイマンと大河内一男」， 『新評論』 48号， 1987年，をみょ。

17) 上述した『社会政策の基本問題』が体系的には，最もまとまったものであろう。
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策の本質が 「労働力の保全培蓑」にこそある，

的見解としての途を歩みはじめたのである。

とする氏の論理は，第二の社会政策時代の代表

m 社会政策と社会事業

さて，上述したように大河内氏の社会政策が 「労働力」を対象にしたものであるとすれば，

「非労働力」はその枠組みから除外するしかない。かくして，大河内氏は 「社会政策」と「社

会事業」を以下のように峻別した。大河内氏はいう。 「社会政策が，国民経済における生産者

としての資格における要救護性（或いは要保護性）にその課題を見出すのに対して，社会事業

は同じく要救護性を，即ち各自の自己救助のみを以ってしては当該個人の肉体的ないし精神的

生活が順当に保証し得ない場合を， 問題とするものであるが， この場合における要救詭性は，

生産者たる資格との連関において問題とせられるのでなく， それ以外の資格において採り上げ

られてきたのである」， 「このように， 社会事業の場合における要救護性は， 資本制経済との

優れた意味での連繋を断たれ，社会的分業の一棗たることを止めた場合における経済的，保健

的，道徳的，
.............. 

教育的等の要救護性であり，この意味でそれは，資本制経済の再生産の機構から
...... 
一応脱落した，

........... 
謂わば経済秩序外的存在だと言うことが出来るであろう」18)。

もはや，氏の論理は明白であろう。経済秩序内的存在に対しては，いいかえれば生産者とし

ての衰格を有する者に対しては 「社会政策」が，それに対して経済秩序外的存在，つまり生産

者としての衰格をもたぬ者には 「社会事業」が対応する と，

たのである。

明確に両者の位置づけが与えられ

もっとも， 他方で大河内氏は次のように述べ，社会事業のもつ意味を敷術している。社会政

策との係わりを論じていて，大切な箇所であろう。 「社会事業は，社会政策立法の把掘の埓外

に陥ち込んだ窮迫状態を〈Caritas〉的に救済し，進んでその更生を図るとともに，他方におい

ては，一般に保健・衛生，教育等の領域において，租極的な改善を図ってその要救護性を予防

しようとするものである。従って社会事業は，一方では救貧事業的または慈密事業的活動とし

て既に生じた事態に対して救柚的に関係し，他方では福利事業的に要救護性の増大を防ぎ予防

的に活動するとともに，秋極的に『庶民』ないし無産者の経済的或いは一般文化的生活の指蒋

更生を図るものである。社会事業は社会政策の周囲に働き，社会政策の以前と以後とにその湯

所を持つものと言う ことが出来る。この関係が続いているかぎり，社会事業は社会政策の周辺

がら：：れを強化し，補強ナるものだと言い得る」19)。

18) 本稿は．『社会事業』（昭和13年 8 月）誌に「わが国における社会事業の現在及び将来—社会事業

と社会政菜の関係を中心として」として発表された。この論文は． 『大河内一男集』（第 1巻，労慟旬

報社．1981年）に収められているので．以下の引用はこれによる。当引用箇所は， 119-20ページか

ら。傍点ー引用者。

19) 大河内．同上論文， 120ベージ。傍点ー引用者。
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このように， 両者の関連性を問うているが，いずれにせよ社会事業は社会政策の「以前と以

後」， あるいは 「周辺」 において機能するものであり， 両者が概念的に峻別されたことは決定

的である。ここにおいて，世紀転換期あたりから1920年代までみられた社会政策の対象，範囲

はヨリ大きく限定されるとともに，大河内氏によって氏独自の理論化が図られていった。ちな

みに， 1920年代においてとりわけ注目された〈都市〉社会政策としての社会事業の体系を示し

ておくと，大阪の場合， 表ー 1の如きであった。これをみれば，社会事業は決して経済外的存

在を対象とするものではないこと， しかも当時のニーズを反映するかのごとく ，相当に散極的

かつ防技的な事業が打出されつつあったのがわかる。かかる社会事業こそが，都市が急激に膨

脹していくなかで，下層社会の細民の労働と生活を最低限支えていく極めて重要な役割を担っ

たこと，いうまでもないだろう。

さて， それでは大河内氏によって区別された社会政策と社会事業は， 当時の日本においてど

のような展開を遂げていたのだろうか。たとえば，1930年代についてみると，大河内氏は当時

の社会政策を本来のものではない「慈恵的」なものとみなし，むしろ社会事業的諸方策によっ

て「肩代り」されていたと考える。この頃， 「結核工女」の帰郷によって「農村社会事業」の

必要性が強く訴えられた。この状況について，大河内氏は農村社会事業が「真の」社会政策と

して「装われた」と主張する。農村社会事業はその頃 「新たな」社会政策の登場といわれたが，

氏によれば本質は社会事業であって，決して社会政策ではない。つまり，大河内氏によれば，

それは「社会事業が社会政策に代位」しているにすぎないのであった。こうして， 〈農村〉社

「装い」あるいは「代位」と会政策としての提村社会事業も，大河内氏の概念規定によれば，

いう表現によって，厳密に区別されなければならなかったのである20)0 

だが， 〈農村〉社会政策こそは，当時の農村における保健 ・衛生対策として重要な意義をも

つものであった。そうした一連の動きが，結果として1937（昭12)年の保健所法，あるいは

1938（昭13)年の国民健康保険法等を誕生させたことを想起すべきであろうい）。保健・衛生が

もともと社会政策の重要な対象領域であったことは， 1920年代までを振り返るならば一目瞭然

である。にもかかわらず，大河内氏の社会政策論においては， 上述のように社会政策ではなく

社会事業として処理されること，氏の定義づけからすれば当然であった。

ところが，戦時体制に入ると，以下のような問題が生じた。たとえば，戦時労働力の調逹に

ついて大河内氏はいう。 「更に労働力不足の問題に関連せしめて社会事業の戦時下における課

題を考えれば，成年男工の不足に伴う女子労働者の工場進出，少年労慟者の簑成，農村労働力

の都市集中等に就いて，社会事業は従来の活動を著しく拡大強化する必要に逼られている。例

えば婦人の職場への進出は，托児所施設の拡張を不可避の ものとするであろう。かくして托児

20) 大河内，同上論文， 124-5ページ。

21) ＜釦村〉社会政策としての国民健康保険の位置づけについては，拙稿「1930年代における日本＜農

村〉社会政策―国民健康保険と初期効果」，『経済学雑誌』 89巻別冊(II),1988年，参照のこと。
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表 1

事
業

I 

幸 町 西区幸町通 1丁目 大正七年九月

天 満 北区天神摘筋3丁目 同 九 月

岡易食 堂
九 條 西区九條南通 1丁目 同 十二月

ムI 宮 南区宮津町 同 八月六日

西 野 田 北区西野田江成町 同 七 月

鶴 町 西区鶴町 1丁目 同 同

中 央 西区阿波堀通 1丁目 大正八年八月

九 條 同九條 南 通 1丁目 同 二 月

西 野 田 北区西野田江成町 同 七 月

今 宮 南区宮津町 同 同

5 ． 町 堀 西区京町堀上通4丁目 同 同

職業紹介所
堀 江 同北堀江通4丁目 同 同

天神栖六丁目 北区天神橋筋6丁目 同 九 月

老 松 町 同老松町2丁目 同 同

京 橘 東区京橋前ノ町 同 十二月

築 港 西区築港南海岸通 1丁目 同 九年九月

梅 田 北区西梅田町 同 十 月

王 造 東区中道黒門町 同十一年四月

今 宮 南区宮津町 大正八年六月

共 同 宿泊所 西 野 田 北区西野田江成町 同 七 月

鶴 町 北区鶴町 1丁目 同 同

桜 宮 北区中野町 大正八年六月

住 宅
鶴町第一 期 西区鶴町 lT日 同 同

鶴町第二 期 同 3, 4丁目 同 九年十二月

堀 JII 北区本庄黒崎町 同 十一年 四 月

名 名 称

市営社会事業一度 (1923年 5月末調）

「― 所 在 地 開始年月

共 同 宿

浴

所

児

湯

舎 l北区本庄黒崎町

桜 宮 北区中野町

餡町第 一 西区鶴町 1丁目

鶴町第 二 同 3丁目

I大正十一年十一月

大正八年六月

同 七 月

同十年六月

大正八年七月1: 十年／；：
l大正十年十一月

大正九年四月

同十年六月

l大正九年一？

I ~正八年：： 

人事相談所

宮

宮

田

―

二

第

第
町

町

野

桜

今

西

鶴

鶴

桜宮住宅事務所内

今宮共同宿泊所内

西野田同

鶴町同

鶴町住宅事務所内

大正八年六月

同 七月

同 同

同 同

大正 十年一月

桜

市

市

宮 実

民

費

民

訟
比

病

療

児 童 相

談

福 島 北区上福島 3丁目 大正七 年四月

谷 町 東区谷町3丁目 同 同

天 王 寺 南区天王寺六万体町 同 同

境 JII 西区九條南通 1丁目 同 同

本 庄 北区本庄中野町 同 九月

空 堀 東区空堀通 2丁目 同 同

築 迷 西区築港二條通 2丁目 同 同

北 島 同北島町2丁目 同 九年 二 月

堀 江 西区北堀江通 4丁目 同 十年三月

公設市場
船 場 東区北久太郎町4丁目 同 同

網 品 北区東野田町4丁目， 9丁目 同 四月

鶴 町 西区鶴町 1丁目 同 七月

四 貫 品 同四貫島町 同 九月

天 満 北区与力町2丁目 同 十月

天 王寺南 門 南区天王寺大道 2丁目 同 同

九 條 西区九條南通 3丁目 同十一年六月

桜 Jll 南区難波桜川 3丁目 同 同

四 ツ 橋 西区西長堀通 1丁目 同 十一月

泉 尾 同泉尾町 大正十一年十二月

市 岡 同市岡町 同十二年三月

刀 根 山 療 蓑 所 1市外豊能郡麻田村 大正六年九月

院

所 I 桜宮住宅地内

所 1 南区宮津町

館 I 北区天神揺筋 6丁目

I 市外東成郡天王寺村

大正八年六月

大正八年七月

大正十年六月

目下建設中

£
 

呈
" 児

乳

鶴町笙一

桜宮

鶴町第二

院

（出所） 『大阪市社会宰業概要』(1923年）．

西区鶴町 1丁目

北区中野町

西区鶴町4丁目

北区本庄黒崎町

所は， それが従来持っていた救済的 ・教育的任務のほかに，著しい経済的或いは生産的機能を

営み始めることになる。社会祁業は社奎政策的性質を潮次特らに至る。戦時経済下における社

それが従来の在務ふ品がピ生臨的任務とら蓮黎を色濃｛特らほ

産 院

少 年 職

理 髪 所

本院

天王寺分院

業相談所 I
今宮

鶴町

西野田

桜宮

北区本庄中野町

市外東成郡天王寺村

西区阿波堀通 1丁目

会事業の著しい特質の一つは，

tめるという点に求めることが出来る」22)0 

質」や 「生産的任務」をもつという指摘である。

ここで注意すべきは， 社会事業が「社会政策的性

今宮共同宿泊所内

鶴町第一期住宅地内

西野田共同宿泊所内

桜宮住宅地内

かくして，大河内氏は「社会政策への補強的作用」を社会事業に認め，

会政策とは相接触する。社会政策が欠如しているか未発逹の湯合には，

位』するが，社会政策の発達に応じて社会事業的施設は或る程度まで社会政策によ って摂取さ

「•• •••社会事業と社

それは社会政策を 『代

22) 大河内，同上論文， 129ページ。傍点ー引用者。
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れ，吸収される」23) と結論づけた。 戦時下という状況において，大河内氏の社会政策論と社会

事業論が極めて近似的になること， しかもそれは社会事業自体が「労働力」の培投に結びつく，

その程度に応じて両者の「協慟」が論じられること，以上から明白であろう。だが，託児所一

つとってみても，上述した大阪の社会事業の場合， もともと共稼ぎ夫婦を支えるためのものと

して考えられたこと，つまり婦人の労慟を容易にするための施設であったこと を想起されたい。

とすれば，これは大河内氏の論理をもってしても，社会政策としての社会事業とみなすことを

十分可能にするだろう。ともあれ，大河内氏の場合， 〈都市〉社会政策の生成，展開に関して，

とりわけその窓義と役割への膀識は，強いものがあったように思われない。それは，すでにみ

た〈塁村〉社会政策の位置づけについてもいえるだろう。

いずれにせよ， 一旦社会政策と社会事業が峻別されたにもかかわらず，戦時体制下において

は両者の歩み寄りという現象が生じ，それが大河内氏による両概念の新たな関述性の説明にま

で及んでいった。これが，氏による社会政策論の，いわば必然的帰結であったことはいうまで

もない。 この時期，近代的労慟力の創出という当初の政策意図がやや薄れてしまうのは，上述

した戦時下という事情から把拙しなければならないが，それはまた次にみる戦後の社会政策本

灯論争の伏線をなすものでもあったのである。戦時下における「労拗力」培簑論がそのひとつ

の素材を提供すること，重要な背景としてみておかねばならぬだろう。

IV 社会政策本質論争の位相

終戦後の昭和20年代前半において，いわゆる「社会政策本買論争」が生起したことは，これ

また）月知のとおりである。すでに確立をみていた大河内氏による社会政策の本灯規定をめぐっ

て，服部英太郎、岸本英太郎等の諸氏が異論を唱えたことで，その蘇が切って落とされた“>。

当論争は， 日本の社会政策史を検討するうえで，注目すべき一時代を形成したとも評されてい

もしかし，ここで本質論争それ自体に直接立ち入ろ うとするのではない。というよりも，む

しろ当論争においては，相変らず「労拗力」をめぐって闘わされたことを，ひとまず確認して

おけぱ足りるであろう!$)0 

23) 大河内，同上論文． 135ページ。

切） 周知のように， 1949（昭24)年，服部英太郎氏が『経済評論』誌上に「社会政策の生産力説への一

批判」という論文を掲載したことが論争の滋火線となった。 ‘

25) 社会政策の本灯は何かをめぐって白熱した議論が展開されたとはいえ，そしてそこからさまざまな

比解が提示されたものの． 「労働力」をめぐる次元に変わりはなかった。当時そうした見方に異論

を唱えた 1人が福武直氏である。氏は「……社会政策のとらえ方が狭すぎると考えた点や，社会事業

なども社会政策の中に加えるべきだ」と主張したが，受け入れられなかったと述懐している（社会保

ほ研究所編『社会政策の社会学』． 東大出版会． 1989年． 「『社会政策の社会学』によせて」）。 これと

関連する発官は．福武 『社会保障論断章』 （東大出版会． 1983年，付立）にも見出される。福武氏の

いう社会政策の「社会学」化には，にわかに賛成できないとしても．氏のいう社会政策の対象，範囲

に関しては．妥当性があるのではないか。いずれにせよ． 論争当時． ‘、 SocialPolicy n 的な把握の

必要性が提起されていたことは，興味深い。
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ところが，大河内氏自身，この論争にあまり乗り気ではなかった点は注目すべきである。と

りわけ，服部氏の「生産｝J説」批判については，次のように述ぺている。 「……私の印象では，

戦前の社会政策の理解，そしてその理解をつくりあげた戦前のいろいろな客観的な条件のなか

で，服部さんの批評している社会政策の『生産力説』という形以外のものを一体つくりえただ

ろうか，というこ とをふりかえってみると， どうもそれはできなかったのではないかと思う。

したがって服部さんの批判は昭和24年という戦後の思想や言論の状況， しかも労働組合運動の

封船しているもとで考えたことで，そういう状況のもとで戦前的な制約のなかであれこれ顕を

ひねってつくりあげた理論構成をみるなら，たしかに服部さんのような批評も可能であろう。

しかしそれは，ある時代にできた社会政策論の内在的な批判にはならないのではないか， そん

な惑じがしますよ」26)0 

最後の「ある時代にできた社会政策論の内在的な批判にはならない」という点は，非常に典

味深い。なぜなら，すでにみたように， 日本資本主義の特殊性の認識，それを前提としての近

代的労働力の創出こそ，出発点における大河内氏の社会政策論の主要政策課題であったからで

ある。とすれば，それが達成されることになれば， 大河内氏が当初考えた社会政策の使命は，

ひとまず終りを告げることになろう。その点を考應しない批判は， 「内在的」なものではない

のである。このよう に大河内氏は主張するが，そしてそれは一面で妥当するといえるのだが，

上述のように戦時体制下における氏の社会政策論の論理展開が，大河内批判と微妙に絡んでい

ることも，事実である。

大河内氏は，いう。 「昭和24年以降，いわゆる社会政策論争なり社会政策の本質論争なりが

世上を賑わしましたが，私があまり それに興味をも ち得なかったのは，戦前の事態をま るで知

らない人びとが，戦前に苦労してつくり上げた理論を，戦後の雰囲気におされて勝手気ままに

批判して恰好よがっているのが私は気に入らないのです。戦時下における学問の苦労を知った

上で，社会政策の 『本質論争』をやって欲しかったと思っています」27)。大河内氏の社会政策

論が戦前新しい論理で登褐したこと，そしてその行梨として当時の日本資本主義の位相を知る

べきことの直要性， 上述したとおりである。その慈味で，まさに「戦前に苦労してつくり上げ

た理論」 であった。ということは， 裏をかえせばその後の論者に大河内理論の「相対化」 を強

く要求するものであった。 「生産力説」批判は，たしかに「相対化」のひとつの方法であった

かもしれない。しかし，それは時代状況の差異によるものだという，大河内氏の反論となって

現われること，すでにみたとお りである。 いいかえれば，社会政策の対象と しての労慟力をめ

ぐる次元は，相変らず継承されていたといってよい。

ここで，ひとつ興味ある出来事を紹介しておこう。実は，終戦直後の1946（昭21)年 2月に，

学者グループからなる「社会保障研究会」なるものが結成された。このときのメソバーは記録

26) 大河内『社会政策40年』． 240-1ページ。傍点ー引用者。

27) 大河内，同上書， 246ページ。
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では，末高信，固乾治，近藤文二，大河内一男，平田冨太郎の諸氏となっている28)。この研究

会は同年に「社会保障案」という， 日本の社会保院の青写真を発表した。この案が， 1942年に

イギリスで公表された『社会保険および関連サービス』 （いわゆる『ペヴァリッジ報告』）か

ら非常に大きな影響を受けて作成されたものであることは，内容をみればあまりにも明白・であ

る29)0 

問題は，イギリスで社会政策が理論的にも実践的にも本格化するのは戦後であること，にも

かかわらず，先の『報告』のなかで，社会政策の対象とみられるべき領域が，すでに提起され

ていたことである30)。それによれば，社会保障，保健医療，住宅，福祉サービス等が代表的な

ものと考えられた。これは， 「社会保障案」でも基本的に受けつがれ，基本理念の三で次のよ

うに明示された。 「三，他の社会部門との関連性の芍重，保健政策，教育，住宅，完全雇用等

に関する政策及施設の拡充と及それらと社会保険制度との関連を密にし，以て真に一体として

国民生活の保障を確立する」い）。みられるように，今後社会保節を前進させる とすれば， 関連

領域との係わりを重視しなければならない。それらが，保健をはじめとする部門だというわけ

である。

ここで注目すぺきは， 『ベヴァリッジ報告』のイソバクトもさることながら， この研究会に

大河内氏が参加していたこと，この事実である。だとすると， ここで大河内氏の主張する社会

政策とイギリス的に把据された社会政策に， とりわけその対象について大きなズレがあること

に大河内氏自身気付くことはなかったのであろうか。氏の社会政策は真正面から「労働力」を

対象としているのに対して，イ ギリスのそれは「労働力」というよりは 「非労働力」も含む形

で，否むしろ，後者に重点を置く形で考えられている ことである。上述したよう に， 大河内氏

自身，自らの理論がイギリスの社会政策の起点に最も妥当するかのように理解していた。しか

しながら，まさにそのイギリスで社会政策は大河内氏の理解を許すものではないことを，この

28) このあたりの事惜については，拙稿「ナツョナル・ミニマムと日本社会保惇計画策定—ペヴァリ

ッジ思想の受容を中心に」， 『保険学雑誌』 522号，1988年，をみられたい。

29) 「社会保障案」は，基本理念をはじめとして， 『ペヴァ リッジ報告』から直接学んだと思われる箇

所がいくつかある。しかも，当案には「ビ案」という形で，直接『ベヴァリッジ報告』を指す叙述が

ある。詳細は，前掲の拙稿を参照されたい。

30) 『ベヴァリッジ報告』では， 以下の指摘がある。 「われわれの社会保障計画は，社会政策の一般的

計画の一部として提起されるのである。それは5つの巨大な悪への攻槃の一部にすぎない。 5つの悪

というのは， この報告の直接関係ある物質的 『窮乏』， しばしばその窮乏の原因となるとともに別の

困難をひき起こす『疾病』，民主主義と して国民の問に存在することを許すことのできない『無知』，

主として産業と人口の無計画な配分によって生ずる『不潔』，および陪唇の上下にかかわらず慟かな

いでいることによって富を破壊し人間を腐敗させる『無為』の 5つがそれである」 (SocialInsurance 

and Allied Services, para. 456.邦訳， 263ページ）。みられるように，社会保障は社会政策の一部で

あること，それ以外にも社会政策は保健医療，福祉サービス，住宅等をカヴァーすることを暗にほの

めかしている。これらは，基本的に戦後の社会政策として， イギリスで受け入れられていく。

31) 社会保障研究所編『日本社会保障資料I』， 至誠堂，1975年，159ページ。
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とき提示していたはずなのである。

もっとも，当時の大河内氏は社会政策の十分な確立なくして，社会保障は問題になりえない

とみていたようである32)。したがって，近代的労働力創出のための社会政策から，次第に確固

たる社会政策の確立＝解放立法の挽備へと関心が移りはじめる時期であり，おそらく生じつつ

あったイギリス的な社会政策論の実態に十分眼が向かなかったといってよいのではないだろう

か。しかも，社会政策と社会保障の関連については，社会政策のひとつと しての社会保障とい

うよりも，むしろ「社会政策から社会保障へ」という見方を抱いていたようである。いずれに

しても，かかる出来事を経て，本質論争が白熱化していく。既述のように，それはあくまで対

象が「労働力」をめぐる次元での論争であった限りにおいて，大河内理論を実質的に「相対

化」するものとはなりえなかった。むしろ，戦後に大河内理論を持ち込む役割を果したとすら

いえるのである。

論争後わが国では「社会政策から労働問題へ」， 「社会政策から労働経済へ」 という潮流

が形成されていくが，このことは社会政策＝労働問題研究という基本的な枠組みに連なってい

く33)。わが国の長い社会政策の歩みからすれば，社会政策が生活関連領域から大きく乖離して

いく時期であり， それは1970年代初めあたりまで続いていったといえるのではないだろうか。

その出発点に本質論争が存在したし，またその前提に大河内理論の形成，確立があったことは

確かである。かかる方向に根本的な問題が投げかけられるのは1970年代後半であり，これを契

機に大河内理論も戦後最大の転回を遂げることになるのである3<)0 

v むすび

すでにみたように， 日本の社会政策史の長年の歩みを振り返ろうとすれば，とりわけ1930年

32) かつて．筆者は社会政策本質論争よ りも同時期の「日本社会保障論争」に注目すべきだと主張した。

この点については，拙酪「日木型社会保即の原型に関する宜え吾—忘れ夫られた論争史」， 『経済学

雑誌』 82巻1号，1981年，を参照されたい。筆者の大河内理論に対するコメソトとしては，この論稿

が最初のものである。

33) といっても，勿論労慟問題のみに限定されるのではない。実際に，社会保障や生活問題の領域も含

まれる。しかしながら，戦後の日本において．社会政策関係の文献となると．中心は雇用 ・労拗で構

成されている。日本的特徴であろう。

34) 戦後日本の社会政策論の対象．範囲に疑問が呈されたことは決してなかったのではない。上述した

福武氏もその 1人である。 しかし，大河内理論を転回させる大きな契機になったのは， 1977（昭52)

年に刊行された総合社会政策基本問題研究会報告書『総合社会政策を求めて—福祉社会への論理』

の影蓉ではなかったか。大河内氏は， 「•…••従来の社会政策が単に労慟生活に視野を限定して， もっ

ぱらマンパワーと しての保全やその培蓑を目捩とする，合理的な体系としてのみ理解されてきたが，

それでは今日における社会政策の広範な広がりを把掘することができなくなっているということを物

話っている」と述ぺ，「新しい」社会政策の必要性を唱えている （大河内一男『社会保瞬入門』，青林

書院新社，1979年， 106-7ベージ）。ここにおいて， 「狭い意味でのマソバワー保全政策」は終焉す

るが，この晩年の転回については再度論じたい。
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代から5~あたりまでにおける大河内理論の影咽力は，非常に大きなものがあった。それは，

世紀転換期あたりから1920年代までにみられた社会政策を理論的かつ思想的に大きく転換させ

るものであり，結果的に社会政策＝労鋤問題へと収敏化させていったことは，上述したとおり

である。しかしながら，そうした視点は，逆に社会政策の対象範囲を著しく限定したこと，

いいかえれば，本来社会政策との係わりで論じなければならぬ領域を数多く切り捨ててしまっ

た。保健衛生，医療，社会事業，住宅等はそのような領域を代表するといってよい。

大河内氏は，それまでみられた社会政策の道義論や政治論に代えて，自ら社会政策の「経済

理論」を確立した。この場合， 日本資本主義論争がひとつの契機となったこと，そして日本資

本主義の位相から近代的労働力の創出を自らの政策課題として，社会政策論が構築されていく。

とすれば， ここに大河内理論の独自性が見出されるととも に，それが一般性普遍性をもつには

限界を有することをも，あわせて知っておかなければならない。たとえば，大河内氏は，自ら

の理論棉成が歴史的展開の出発点と してはイギ リス汽本主義において検証できるかのよう に提

示した。つまり，1833年の工場法が労働保設立法としての起点となる。その後，保険立法，解

放立法という形での社会政策の具体化が図られていく 35)0 

しかるに，そのイギ リスで社会政策が本格的に論議されていくのは，むしろ第二次大戦後で

あった。そして， イギ リスでは社会政策といえば，一般に社会保障保健医療，福祉サービス，

住宅等が主たる対象領域である36)。その意味で，イギリス本国で自国の社会政策の歴史にまで

まだ十分立ち入った検討が行なわれていないとき，大河内氏は自らの理論をイギリスに適用し，

その妥当性を，とくに労働保護立法について主張したといえよう 37)。ここに，氏の独自性とと

もに，一般性普遍性レペルでのもつ問題点が出てくるのである。むしろ， イギリスでいう社会

政策の対象領域は， 1920年代頃までのわが国において広汎にみられていたことではないのか。

そして，実体としてはその後も基木的に継続していったのではないのか。それが，大河内理論

の登場によって，以後不鮮明になったことは， もう一度かかる時期に新たな視点を導入すべき

必要性を強く求めよう。

したがって，世紀転換期あたりから1920年代頃までにみられた社会政策の実体，あるいは思

想が，その後どのような変容をみせていったのか， ヨリ詳し く問わなければならない。それは

35) かかる大河内氏の論理は， 「アダム ・スミスに直結」するものだとして評価する見方がある。辻村

江太郎「大河内一男＿アダム ・スミスに直結した‘‘社会政策’'論」， 『経済セミナー』 9月号，1982

年。

36) イギリスでいう社会政策の対象，範囲については，さしあたり，T. H. Marshall, Social Policy, 

London, 1965.をみよ。また， T. Blackstone, Social Policy and Administration in Britain: A 

Bibliography, Lon1on, 1975.も役立つ。

37) イギリス社会政策の起税をめぐっては，注目すぺき成果がでてきている。とりわけ，それを19世紀

後半の大不況期以後に求める見解に注目したいが． この点については，上述した拙稿「社会政策の日

英比較再考」をみられたい。こ うした見方は，大河内氏の工場法起点論と大きくかけ離れてしまう。
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同時に，国家レペル，地方や都市レベルにおける施策が， どのような課題，役割を担っていっ

たのかを 追究することになろう。そのさい，基本的な視点としては，国民の生活保障に係わ

る系譜，いいかえれば「救貧から防貧へ」と思想的に転回する状況下での社会政策に注目する

必要がある。その一例として，国家レベルでは1929年成立の救謡法があげられるであろう。あ

わせて， 〈都市〉社会政策や〈農村〉社会政策の動向をも視野に収めなければならぬこと，い

うまでもない。

かくして， 日本の社会政策史における1930-50年代の百検討は，ひとまず大河内理論の制約

から切り離した形で行うべきであり，そのために避けて通れないのが日本汽本主義論争の位相

を，いま一度確定してお くという作業である。その璽要性は，社会政策研究において極めて高

いといえるだろう。




